
 

議案第１号  

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について  

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年６月１１日提出  

市川市長   村 越   祐 民  

 

 

 

市川市条例第  号  

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例  

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「基き」を「基づき」に、「、規

定することを目的」を「必要な事項を定めるもの」に改める。 

第２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（服務の宣誓）」を付し、

同条中「者は」の次に「、宣誓書（別記様式）を」を加え、「第３７条」を「第

３７条第１項」に、「教育委員会とする」を「、教育委員会」に、「又は任命権

者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名して」

を「に提出して」に改める。  

第３条に見出しとして「（委任）」を付し、同条中「を除く外」を「のほか」

に、「任命権者が定めることができる」を「、任命権者が別に定める」に改める。 

別記第２号様式及び別記第３号様式を削り、別記第１号様式を別紙のように

改める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

  



 

理  由  

 

行政手続における事務の効率化及び市民の負担軽減を図るため原則として

押印を省略することとした本市の方針を踏まえ、職員の服務の宣誓における

押印を不要とするほか、所要の改正を行う必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  

 



 

別記様式（その１）（第２条関係）  

（消防職員及び教育公務員以外の職員）  

 

 

 

宣 誓 書  

 

 

 

私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、

擁護することを固く誓います。  

私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営す

べき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行するこ

とを固く誓います。  

 

 

 

 

     年  月   日  

 

 

 

 

氏  名              

 

 

 



 

 



 

別記様式（その２）（第２条関係）  

（消防職員）  

 

 

 

宣 誓 書  

 

 

 

私は、日本国憲法及び法律を守り、命令、条例及び規則を尊重することを厳

に宣誓します。  

私は、市川市民の奉仕者として良心に従って、誠実に、かつ、公平に消防職

務の遂行に当たることを固く誓います。  

 

 

 

 

 

     年  月   日  

 

 

 

 

氏  名              

 

 

 



 

 



 

別記様式（その３）（第２条関係）  

（教育公務員）  

 

 

 

宣 誓 書  

 

 

 

私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、

擁護することを固く誓います。  

私は、地方自治及び教育の本旨を体し、全体の奉仕者として法律に従い公務

を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執

行することを固く誓います。  

 

 

 

 

     年  月   日  

 

 

 

 

氏  名              
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